
 
平成20年１月18日 

各   位 

 

会 社 名    ユニコムグループホールディングス株式会社 

代表者名    代表取締役社長 二 家 英 彰 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード８７４４） 

問合せ先    常 務 取 締 役  酒 井 清 行 

TEL ０３－５６２３－８７４４ 

 

 

連結子会社間の吸収分割に関するお知らせ 

 

当社の連結子会社である日産センチュリー証券株式会社（以下、「日産センチュリー証券」とい

う。）及びアイディーオー証券株式会社（以下、「ＩＤＯ証券」という。）は、本日開催の両社取締

役会において、日産センチュリー証券の証券取引に係るオンライントレード部門を、吸収分割の方

法によりＩＤＯ証券に承継させる旨を決議し、本日付で分割契約書を締結いたしましたのでお知ら

せいたします。 

 

記 

 

１．会社分割の目的 

本件会社分割は、平成 19 年８月３日付のプレスリリース「子会社の再編に関する方針決定並

びにこれに伴う子会社の商号変更に関するお知らせ」でお伝えしましたとおり、グループ内のオ

ンライン取引部門をＩＤＯ証券に集約し、同社をオンライン取引に特化した証券会社とすること

で、業務運営のさらなる効率化と顧客サービスの向上による収益基盤のさらなる拡大を図ること

を目的としております。 

なお、平成 19 年 10 月 18 日付のプレスリリース「連結子会社間の吸収分割に関するお知らせ」

に記載のとおり、平成 19年 12 月１日をもちまして、日本ユニコム株式会社の商品先物取引に係

るオンライントレード部門及び外国為替証拠金取引部門、並びに日産センチュリー証券の商品先

物取引部門及び外国為替証拠金取引部門を、それぞれＩＤＯ証券に吸収分割の方法によりすでに

承継させており、本件会社分割を行うことでＩＤＯ証券へのオンライン取引部門の集約は完了い

たします。 

 

２．会社分割の要旨 

（１）分割の日程 

   分割契約書の承認取締役会  平成20年１月18日 

   分割契約書の締結   平成20年１月18日 

   分割契約書の承認株主総会  平成20年１月28日（予定） 

   分割期日    平成20年３月１日（予定） 

   分割登記    平成20年３月３日（予定） 

   株式交付日    平成20年３月１日（予定） 

 

（２）分割方式 

日産センチュリー証券を分割会社とし、ＩＤＯ証券を承継会社とする物的吸収分割でありま

す。 
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（３）株式の割当 

   ア 株式割当比率 

ＩＤＯ証券が分割に際して発行する普通株式15,004,402株全てを、日産センチュリー証券

に割当て交付いたします。 

 

   イ 株式割当比率の算定根拠 

日産センチュリー証券及びＩＤＯ証券は、本件会社分割により発行されるＩＤＯ証券の新

株割当比率の算定に際し、その公正性、妥当性を確保する観点から、当該比率の算定を第三

者機関である日比谷監査法人に依頼しました。当該第三者機関による算定の結果、ＩＤＯ証

券が交付する株式数は13,468,991～15,004,402株と算定されております。日産センチュリー

証券及びＩＤＯ証券は、その算定結果を参考として協議を行い、上記株式割当比率を決定い

たしました。なお、両社の財政状態等について重大な変動が生じたときは、協議の上、これ

を変更することがあります。 

なお、上記第三者機関と日産センチュリー証券及びＩＤＯ証券との間には特別な利害関係

はありません。 

 

   ウ 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠 

上記第三者機関は、ＩＤＯ証券の新株割当比率の算定にあたってＤＣＦ（ディスカウンテ

ッド・キャッシュフロー）法及び類似会社比較法を採用しており、両方式を折衷した結果と

して、上記比率を算定しております。 

 

   エ 分割により発行する新株式数 

普通株式 15,004,402株 

 

（４）分割により減少する分割会社の資本金の額 

本件吸収分割に伴う日産センチュリー証券の資本金の額の変動はありません。 

 

（５）分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

日産センチュリー証券は新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

（６）会計処理の概要 

本件吸収分割は、企業結合会計基準上、共通支配下の取引に該当し、「企業結合会計基準

及び事業分離会計基準に関する適用指針」に定めるところに基づき処理いたします。 

 

（７）承継会社が承継する権利義務 

   ア 資産、負債及び契約上の地位（雇用契約を除く） 

    本件会社分割において、日産センチュリー証券からＩＤＯ証券に承継される権利義務は、

分割契約書に別段の合意がなされたものを除き、平成19年３月31日現在の貸借対照表その他

同日現在の計算を基礎とし、これに分割期日に至るまでの増減を加除した日産センチュリー

証券の証券取引に係るオンライントレード部門に属する資産及びこれらに付随する権利義

務、並びに契約上の地位といたします。 

 

   イ 雇用契約 

    日産センチュリー証券の証券取引に係るオンライントレード部門に属する従業員のうち、

当社から出向している従業員については、当社との雇用契約の一切はＩＤＯ証券に承継され

ず、当社との間で継続します。ただし、当社は、分割期日をもちまして、当該従業員をＩＤ

Ｏ証券に出向させるものとします。また、当該部門におけるその他の従業員につきましては、

日産センチュリー証券との雇用契約及びこれに付随する権利義務は承継いたしません。 
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（８）債務履行の見込み 

    日産センチュリー証券及びＩＤＯ証券の平成19年３月31日現在の貸借対照表を基礎に、Ｉ

ＤＯ証券に承継させる予定の資産の価額を算定し、本件会社分割後の両社の資産、負債の額

及び収益状況について検討したところ、資産の価額が負債の額を上回ることが見込まれます。

また、両社の負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ認識されて

いないことから、本件会社分割後においても、両社の負担すべき債務について、履行の見込

みがあるものと判断いたします。 

 

３．分割当事会社の概要                       （平成19年12月31日現在） 

(１) 商 号 日産センチュリー証券株式会社

（分割会社） 

アイディーオー証券株式会社

（承継会社） 

(２) 主 な 事 業 内 容 金融商品取引業 金融商品取引業、商品先物取引業

(３) 設 立 年 月 日 昭和23年１月13日 昭和23年４月22日 

(４） 本 店 所 在 地 東京都中央区日本橋兜町７番６号 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目38番11号

(５) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 野澤 正平 代表取締役社長 西  孝夫 

(６) 資 本 金 の 額 3,028百万円 2,000百万円

(７) 発 行 済 株 式 総 数 （注１） 8,993,484株 （注２） 101,734,323株

(８) 純  資  産（注３） 10,198百万円 2,070百万円

(９) 総  資  産（注３） 68,470百万円 2,489百万円

(10) 事 業 年 度 の 末 日 毎年３月31日 毎年３月31日 

(11) 従 業 員 数 （注４）     320名     76名 

(12） 主 要 取 引 先 個人及び事業法人の委託者 個人及び事業法人の委託者 

(13） 大株主及び持株比率 ユニコムグループホールディングス㈱  （83.02％） 日 本 ユ ニ コ ム ㈱ （62.92％）

ユニコムグループホールディングス㈱  （32.14％）

(14） 主 要 取 引 銀 行 ㈱みずほコーポレート銀行 

㈱三井住友銀行 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 

㈱みずほコーポレート銀行 

㈱みずほ銀行 

㈱三井住友銀行 

(15) 当 事 会 社 の 関 係 資本関係 分割会社は、承継会社の発行済株式総数の3.34％を保有

しております。 

  人的関係 分割会社の取締役２名が承継会社の取締役を兼務してお

ります。 

  取引関係 承継会社は分割会社に株式注文の取次ぎ及び受渡決済に

関する業務の一部を委託しております。 

（注）１．分割会社の自己株式保有分（1,411 株）を含めて記載しております。 

２．承継会社の自己株式保有分（310,621 株）を含めて記載しております。 

３．上記の（８）、（９）につきましては、平成 19 年３月 31 日現在の状況を記載しております。 

４．上記の（11）につきましては、他社からの出向社員を含んでおります。 
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(16)最近３決算期間の業績                          （単位：百万円） 

 日産センチュリー証券株式会社

（分割会社） 

ア イ デ ィ ー オ ー 証 券 株 式 会 社 

（承継会社） 

決算期 
平成 17 年 

３月期 

平成 18 年

３月期 

平成 19 年

３月期 

平成 17 年 

３月期 

平成 18 年 

３月期 

平成 19 年 

３月期 

営業収益（注５） 2,158 3,488 4,833 2,814 4,076 705

営業利益又は

営業損失（△） 
△198 662 △129 △342 585 △272

経常利益又は

経常損失（△） 
△136 692 36 △224 614 △224

当期純利益又は 

当期純損失（△） 
△174 1,025 500 △237 853 △237

１株当たり当期純利益

又は当期純損失

（△）（円） 

△22.61 130.00 57.67 △12.59 24.89 △6.94

１株当たり 

配当金（円） 
6.00 7.00 3.00 － － 60.00

１株当たり 

純資産（円） 
1,158.21 994.51 1,134.18 107.77 127.36 60.40

（注）５．分割会社及び承継会社における営業収益は、金融費用を差引した純営業収益の数値であります。 

 

４．分割する事業部門の内容 

（１）日産センチュリー証券の証券取引に係るオンライントレード部門 

金融商品取引業（証券業）に係るオンライン取引の営業及びこれに附帯する業務を行って

おります。 

 

（２）日産センチュリー証券の証券取引に係るオンライントレード部門の平成 19 年３月期におけ

る経営成績 

 日産センチュリー証券 

証券取引に係るオンライントレード部門（a）

日産センチュリー証券 

平成 19 年３月期実績（b） 
比率（a／b）

営業収益 487 百万円 4,833 百万円 10.1％

（注）当社グループは、「投資・金融サービス業」として単一セグメントにて事業展開しているため、分割対

象部門の経営成績については、営業収益のみ記載しております。 

 

（３）承継させる資産、負債の項目及び金額（平成 19 年３月 31 日を基準とした見込み）（単位：百万円） 

資       産 負       債 

項 目 帳 簿 価 額 項 目 帳 簿 価 額

流 動 資 産 19,115  流 動 負 債 19,077  

固 定 資 産 277  固 定 負 債 －  

合 計 19,392  合 計 19,077  

（注）本件吸収分割によって実際に承継させる金額は異なる可能性があります。 
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５．分割後の分割会社の状況 

（１）商 号  日産センチュリー証券株式会社 

（２）主 な 事 業 内 容   金融商品取引業 

（３）本 店 所 在 地  東京都中央区日本橋兜町７番６号 

（４）代 表 者  代表取締役社長 野澤 正平 

（５）資 本 金 の 額  3,028 百万円（本件吸収分割に伴う資本金の変動はありません。） 

（６）総 資 産  本件吸収分割に伴う総資産の変動はありません。 

（７）事業年度の末日  ３月 31 日 

 

６．分割後の承継会社の状況 

（１）商 号  アイディーオー証券株式会社 

（２）主 な 事 業 内 容   金融商品取引業、商品先物取引業 

（３）本 店 所 在 地  東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目 38 番 11 号 

（４）代 表 者  代表取締役社長 西  孝夫 

（５）資 本 金 の 額  2,000 百万円（本件吸収分割に伴う資本金の変動はありません。） 

（６）総 資 産  37,971 百万円 

（平成 19 年 12 月１日の吸収分割による承継実績 16,088 百万円及び平

成 20 年３月１日の吸収分割による増加見込分 19,392 百万円を加算） 

（７）事業年度の末日  ３月 31 日 

 

７．業績に与える影響 

 本件会社分割は、連結子会社間の業務運営効率のさらなる向上を目的としたものであり、連結

業績に与える影響は軽微であります。 

 

 

以 上 
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